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小規模多機能型
居宅介護

　既存施設の活用により、小規模多機能型居宅介護を新設する
場合、備品の入れ替えや改修工事は、補助金の交付対象となる
か。
　また、当該サービスを提供するうえで、どこまで設備を整え
ればよいのか。
　加えて、補助上限額を上回る場合は、自己資金を用意すると
いう考え方でよいか。

　小規模多機能型居宅介護の新設として、地域密着型サービス
施設等整備事業（建設費補助）及び介護施設開設準備経費等事
業を活用できる見込であり、開設にあたり必要な備品の購入
費、改修工事に係る費用については、補助対象経費になるもの
と考えられます。
　施設設備の整備に関しては、「盛岡市指定地域密着型サービ
ス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に
準じ、設備及び備品について最低限の整備を整えることで開
設・運営に支障はございません。
　また、補助上限額を上回る場合の考え方は、お見込のとおり
です。
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